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交通とまちづくりが連携した地域のあり方～コンパクト・プラス・ネットワークとモビリティ・ハブ～ 

 

• 都市交通計画の分野では、従来の道

路や公共交通をネットワークとして整

備するのみならず、都市の活性化に

つながる「まちづくりと連携した地域

構造のあり方」が求められています。 

 

• 国土交通省が令和７年度に策定した 

第３次交通政策基本計画では、「コン

パクト・プラス・ネットワーク」という考

え方が示されています。「コンパクト・

プラス・ネットワーク」とは、人口減少

が進む時代において、生活に必要な

施設を特定のエリアに集約させ、その

エリア同士を交通によりつなぐことを

意味します。 

• とくに本市の場合、すでに集約されたエリア同士を交通によりつなぐネットワーク化を進め

ていくことが重要です。ネットワーク化の例として、公共交通ネットワークの充実やコミュニ

ティバス等によるフィーダー（幹線移動を補完する支線）輸送、デマンド型タクシー等の導

入が考えられます。 

 

• 地域の「コンパクト・プラス・ネットワーク」を進めるにあたり、国土交通省では、様々な交通

モードの接続・乗り換えが可能な交通拠点である「モビリティ・ハブ」の導入を提唱していま

す。 

• 「モビリティ・ハブ」では、バス、タクシー、シェアサイクル、電動キックボード、カーシェアリン

グなどの複数の交通手段が一箇所に集約されることで、利用者はスムーズに乗り換えられ

るため、移動の手間や時間が大幅に短縮されることが期待されます。 

• 交通手段の選択肢が増えることで、高

齢者や運転免許を持たない人でも、生

活に必要な施設（病院、商業施設など）

へ容易にアクセスできるようになり、外

出機会の増加や健康増進にもつながり

ます。また、移動する人同士の交流拠点

としての役割をもたせることで、地域

の活性化にもつながると期待されてい

ます。 

  

（出典）国土交通省 

図 コンパクト・プラス・ネットワーク化のイメージ 

（出典）国土交通省 道路政策ビジョン「２０４０年、道路の景色が変わる」 

図 モビリティ・ハブのイメージ 
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取組方針３-２ 市民参画型の中心拠点・生活拠点づくり 

 

施策 ： 市民参画の推進                                                                

 

【施策展開イメージ】 

 公共交通のあり方の検討にあたっては、市民意見の調査等を行うとともに、官民関係者

（市、市民、事業者等）が連携し、市民参画についての検討を行う。 

＜取組の例＞  

・ アンケート調査 

・ ワークショップ 

・ 住民参加型移動支援 等 

 

【施策展開イメージの実施例】 

 
 

  

交通サービスや公共交通のあり方に

ついて、アンケート調査等により課

題を把握する。 

・ 地域公共交通所管課 

・ 福祉所管課 

・ 学識経験者 

ワークショップ等を開催し、交通サー

ビスや公共交通のあり方について検

討を進める。 

・ 地域公共交通所管課 

・ 交通事業者 

・ 学識経験者 

・ 市民 

アンケート調査等で挙がった意見や

ニーズを交通施策に反映し実施を図

る。 

・ 地域公共交通所管課 

・ 交通事業者 

ＳＴＥＰ１ 

市民意見の把握 

（アンケート等） 

ＳＴＥＰ２  

市民意見の把握 

（ワークショップ等） 

ＳＴＥＰ３ 

交通施策への反映 

短期 中期 長期 

   

   

   

短期までに実施 

中期までに実施 

中期までに実施 

（   ：施策の準備・検討    ：施策の展開・実施    ：施策の継続・運用） 

取組内容 実施機関 

実施イメージ 
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５－４ （４）安全・安心に暮らす 

 

 安全・安心に暮らすための施策を以下のとおり展開します。 

 

  

基本方針４．安全・安心に暮らす 

施策 施策展開イメージ 

４-１  
生活に関連する
道路の安全な 
交通環境の形成 

取組方針 

安全対策の推進  

既存の道路空間を活かして自転車や歩行者の通行区分の明

確化を推進する。 

地域の特性に応じた生活に関連する道路への進入防止対策

を推進する。 

道路等のバリアフリー化を推進する。 

危険箇所や 

交通ルールに 

関する情報提供 

の推進  

交通事故多発箇所や危険箇所等に関する情報発信を行い、

事故を未然に防ぐための意識醸成を継続的に推進する。ま

た、交通ルール・マナーについて、子どもや高齢者等様々な

ライフステージに応じた効果的な啓発を図り、交通安全意識

の向上を図る。 

４-２  
災害等に備えた
交通基盤の整備 

緊急輸送道路等の 

環境整備の促進 

地域防災計画と連携し、緊急輸送道路等の沿線地域の耐震

化を推進し、倒壊建築物その他による障害物の発生を最小

限に抑えるための取組を推進する。 

道路や橋梁の老朽化による破損や倒壊、崩落等に伴う事故

を防止するために、市内の道路インフラを定期的に点検・調

査し、必要に応じて補修等の対策を講じる。 

道路インフラの 

老朽化対策の 

推進   
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取組方針４-１ 生活に関連する道路の安全な交通環境の形成  

 

施策 ： 安全対策の推進                                                                

 

【施策展開イメージ】 

 既存の道路空間を活かして自転車や歩行者の通行区分の明確化を推進する。 

＜取組の例＞ 

・ 自転車専用通行帯・矢羽根型路面表示 

・ 通学路・事故多発箇所への着色 

・ 新たなモビリティへの対応 等 

 

【施策展開イメージの実施例】 

 
 

  

自転車や歩行者等の通行区分を明

確化すべき区間について、自転車交

通量調査や事故分析、アンケート調

査等により把握する。 

・地域公共交通所管課 

・道路管理所管課 

・警察 

通行区分を明確化すべき各区間に

適した方法について検討を進める。 

・地域公共交通所管課 

・道路管理所管課 

・警察 

通行区分の明確化の実施を図る。 

・地域公共交通所管課 

・道路管理所管課 

・警察 

ＳＴＥＰ１ 

通行区分を明確化 

すべき区間の調査・

検討 

ＳＴＥＰ２  

通行区分の明確化 

方法の検討 

ＳＴＥＰ３ 

通行区分の明確化 

の実施 

短期 中期 長期 

   

   

   

短期までに実施 

中期までに実施 

中期までに実施 

（   ：施策の準備・検討    ：施策の展開・実施    ：施策の継続・運用） 

取組内容 実施機関 

実施イメージ 


